
入院患者様、ご家族の方へ                        

 

入院患者さんへの面会について  

 

新型コロナウイルス感染症の流行以降、当院では面会制限を行っています。現在の、

面会制限は、以下のとおりに緩和いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

【面会要件】 

面会は主治医の許可が必要です（面会できない患者さんが多数いらっしゃいます

ので、ご了承ください）。また患者さんが面会を了承していることが要件です。  

 

 １．対象患者       医師の許可がある、かつ患者さんが面会を希望している 

２．面会時間帯      15:00-17:00 

３．面会時間        30 分程度  

４．面会者         ご家族のみ（ご友人、職場関係者など、ご家族以外の面会は

原則としてお断りさせていただきます） 

                  過去 1 週間において、発熱、咽頭痛、咳、鼻汁等のカゼ症状がない  

５．面会人数と要件   2 名以内 中学生以上   

６．面会場所        患者さんが入室されている病室、若しくは食堂・デイルーム 

 7．面会受付       平日：1 階総合受付  

                    土曜午後・日曜・祝日：病院事務室（1 階職員玄関） 

 

【面会の手順、および注意事項】 

１．面会者は、平日は 1 階総合受付（土曜午後・日曜・祝日は、職員玄関を入り病

院事務室）に、面会に来たことを伝えて入館許可証を受取る。入館許可証は、帰

られる際に返却する。 

2．病棟階のエレベーターホールにあるインターホンで職員へ知らせる。 

3．面会者は、スタッフステーションで面会者名簿に記入する。 

4．面会者・患者さんは、不織布マスクを着用する（患者さんの不織布マスクも持参   

  する）。 

5．面会者は、面会の前後には手指衛生を行う。 

6．面会後、帰られる際には必ずスタッフへお声かけください。 

7．面会後 5 日以内に、面会者が新型コロナウイルス、インフルエンザ等に感染した 

場合は、該当病棟へ電話連絡をする。 

8．新型コロナウイルス等、感染症拡大状況により、面会中止となる場合がある。 

9．面会の事前予約はありません。 
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